
参考　２

（採択基準）
１箇所の工事費が、 都道府県・指定都市　 １２０万円以上

市町村 ６０万円以上
（補助率）

標税の1/2までの額
標税の1/2をこえ1倍までの額
標税の1倍をこえ2倍までの額
標税の２倍をこえる額

ＮＯ（負担法の補助のみ）

0.5％
  又は

0.2％
    かつ 被害が局地激甚基準（市町村単位）に該当するか？
    (1)県分査定見込額＞県の標準税収入 ×  25％

ＮＯ

     又は

    (2)県内市町村の査定見込額総計   災害ごとの市町村の査定事業費
 ＞県内市町村標準税収入総計 ×   5％       ＞当該市町村の標準税収入 ×  50％

ＹＥＳ ＹＥＳ

　①　災害名 ①災害名
　②　適用措置を指定 ②災害の区域（市町村単位）
　　　※　全国が対象のため区域指定せず ③適用措置 を指定

（国土交通省等災害復旧事業所管省庁）

（適用措置の基準）

市 町 村 5％ 以上

ＮＯ
ＹＥＳ

特定地方公共団体を判定するために算出した地方負担額の計と、当該地方公共団体の標準税収入
を対比させ、下記援助率をもって超過累進的に算定し、国庫負担率の嵩上を行う。

【都道府県の場合】 【市町村の場合】
  その年に指定された全ての激甚災害に係る   その年に指定された全ての激甚災害に係る

  都道府県ごとの査定事業費の地方負担額の計 援助率   市町村ごとの査定事業費の地方負担額の計 援助率
   〔当 該 都 道 府 県 の 標 準 税 収 入〕    〔当 該 市 町 村 の 標 準 税 収 入〕

  10/100 を超え  50/100 までの額   50/100    5/100 を超え  10/100 までの額   60/100

  50/100 を超え 100/100 までの額   55/100   10/100 を超え 100/100 までの額   70/100

 100/100 を超え 200/100 までの額   60/100  100/100 を超え 200/100 までの額   75/100

 200/100 を超え 400/100 までの額   70/100  200/100 を超え 400/100 までの額   80/100

 400/100 を超え 600/100 までの額   80/100  400/100 を超える額   90/100

 600/100 を超える額   90/100

地方公共団体が被害額を調査、国（国土交通省等災害復旧事業所管省庁）に報告

  「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、激甚な災害が発生した場
合、公共土木施設等（公立学校、公営住宅、児童福祉施設、老人福祉施設なども含まれる。）の災害復
旧事業等の国の負担を特別に嵩上げする。

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による災害復旧事業

国庫負担率算定基準基礎事業費 一般率の国の負担額 連年災率の国の負担額

都道府県・市町村毎に、１暦年の激甚災害（ａ本激＋ｂ局激＋…）の復旧事業等の地方負担額を合計

２／３

４／４

２／３
３／４

３／４
４／４

…の県が１以上

局地激甚災害指定基準（局激）

激 甚 法 に よ る 災 害 復 旧 事 業

 Ｂ 全国査定見込額＞全国標準税収入 ×

…の県が１以上

被害が激甚災害指定基準（本激）に該当するか？

 Ａ 全国査定見込額＞全国標準税収入 ×

都道府県 10％
その年に指定された全ての激甚災害に係る

当該地方公共団体の標準税収入
＞

措 置 の 内 容

激甚災害制度（激甚法第２章　公共土木施設災害関係）の概要

激甚災害指定基準（本激）

局激の指定（内閣府）本激の指定（内閣府）

災害復旧事業所管省庁が全国の被害額を集計、内閣府に報告

以上
地方公共団体ごとの査定事業費の地方負担額

措置の適用地域の告示

自然災害（豪雨、台風、地震等による）の発生


